
16 歳以上の国頭村にお住まいの皆さま 

 

 

 

 

 

◎予約は専用ダイヤル及び福祉課で行います。 
（専用ダイヤル 41-2755 福祉課 41-2765） 

時間 9:00~12:00  13:00~16:00 

 

 

【対象】1６歳以上の国頭村在住者 

※ただし、予約は年齢を区切って行います。 

9 月の集団接種は調整中のため、決定しましたらお知らせします。 

【接種日程】 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
【予防接種会場】国頭村総合体育館 

●費用は無料です。 

●ファイザーのワクチンを使用し、３週間の間隔を 

とって、筋肉注射を２回行います。 

●9 月以降も集団接種を実施できるように現在調整 

中です。焦らず、落ち着いて予約してください。 

 

 

 
～裏面もご確認ください～ 

新型コロナワクチンの 
接種についてご案内します。 

２回接種 

費用無料 

【予約相談窓口】 

国頭村役場福祉課：41-2765 

ワクチン専用ダイヤル：41-2755 ※令和３年 7月 2日時点の情報です。 

＜接種の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 接種する日を

予約します。 

※２回目の接種日も

ご確認ください。 

 予診票、接種

券、本人確認書

類※  お薬手帳を

もって接種会場

に行きます。 

 接種を受け

ます。（３週間

後に２回目を

接種） 

予約受付期間 人数

１回目：8月5日（木）14：00～

２回目：8月26日（木）14：00～

１回目：8月7日（土）14：00～

２回目：8月28日（土）14：00～

１回目：8月10日（火）14：00～

２回目：8月31日（火）14：00～

日程

①

②

③ 480名

●16～64歳の基礎疾患を有する方

   エッセンシャルワーカー

   65歳以上の未接種の方

7月13日（火）～15日（木）

●40歳以上の方

7月19日（月）～21日（水）

480名

480名

 

※保険証、免許証、マイナンバーカード等 

※電話がつながりづらい状況がございます。窓口での予約
は人数を制限させていただく場合があります。あらかじめ
ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

9 月の集団接種及び個別接

種については調整中です。 



●国頭村新型コロナワクチン集団接種について 

・ワクチンには種類があります。同じワクチンを２回接種してください。国頭村の集団接種では、ファイザ

ー社のワクチン接種となっています。職域接種・大規模接種会場では、武田/モデルナ社のワクチン接種を

しているため、職域接種・大規模接種会場を受ける機会のある方は同封しているワクチン説明書をご覧くだ

さい。※優先接種ですでにワクチン接種を受けられている方は、送付されている接種券・予診票は破棄してください。 

・現在、9 月以降の集団接種及び医療機関での個別接種について調整を行っています。個別接種等の詳細が

決定いたしましたら、役場ホームページ等でお知らせいたしますのでご確認ください。 

●エッセンシャルワーカーについて 

 国頭村では、下記の職種の方はエッセンシャルワーカーの予約枠で優先予約可能です。 

●基礎疾患について 

・基礎疾患を有する者の範囲については、以下内容をご覧ください。基礎疾患については、自己申告となっ

ています。 

●沖縄県広域ワクチン接種センターでは、7 月 2 日より接種券をお持ちの 18 歳以上の「すべ

ての方」が接種予約対象となっています。沖縄県 Web サイト（https://okinawa-covid.jp/）及びコ

ールセンター（098-943-2993）で予約を受付しています。広域接種会場では武田/モデルナ社のワ

クチンを使用していますので、国頭村の集団接種と２重予約をしないようお願いします。 

１． 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方 

１、 慢性の呼吸器の病気 

２、 慢性の心臓病（高血圧を含む） 

３、 慢性の腎臓病 

４、 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

５、 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

６、 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血は除く） 

７、 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む） 

８、 ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

９、 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

１０、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 

１１、染色体異常 

１２、重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） 

１３、睡眠時無呼吸症候群 

１４、重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医

療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

２．基準（BMI３０以上）を満たす肥満の方 

 BMI：【体重（㎏）】÷【身長（ｍ）】の２乗 

※BMI３０の目安：身長 170 ㎝で体重約 87 ㎏、身長 160 ㎝で体重約 77 ㎏。 

医療従事者等、高齢者施設従事者、保育・教育機関従事者、警察官、消防、ごみ収集業務従事者 

葬祭業務従事者、公共交通の運転手 

※令和３年 7月 2日時点の情報です。 


